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第６回玉名市議会（臨時会）提出議題 

議番号 件          名 提案者 

９１ 
専決処分事項の承認について               専決第１１号 

令和７年度玉名市一般会計補正予算（第６号） 
市 長 

９２ 工事請負契約の締結について 市 長 

報告１１ 専決処分の報告について                 専決第１２号 市 長 

１２ 専決処分の報告について                 専決第１３号 市 長 

１３ 専決処分の報告について                 専決第１４号 市 長 

１４ 専決処分の報告について                 専決第１５号 市 長 
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議第９１号 

 

   専決処分事項の承認について 

 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１７９条第１項の規定に基づき次のと

おり専決処分したので、同条第３項の規定によりこれを議会に報告し、その承認を

求める。 

 

  令和７年１０月２４日 提 出 

 

玉名市長 藏原 隆浩     

 

専決第１１号 

 

   専決処分書 

 

 令和７年度玉名市一般会計補正予算（第６号）を定めることについて、地方自治

法（昭和２２年法律第６７号）第１７９条第１項の規定により、別紙のとおり専決

処分する。 

 

  令和７年１０月１０日 

 

玉名市長 藏原 隆浩     
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議第９２号 

 

   工事請負契約の締結について 

 

 本市は、次のとおり工事請負契約を締結するものとする。 

 

  令和７年１０月２４日 提 出 

 

玉名市長 藏原 隆浩     

  

１ 工 事 名  天水小学校建設工事 

２ 契 約 金 額  １，６９４，５５０，０００円 

３ 契 約 の 方 法  一般競争入札 

４ 契約の相手方  新規・松本建設工事共同企業体 

          代表者 玉名市伊倉南方１３７３番地 

              新規建設株式会社 玉名支店 

              支店長 林 秀一 

 

              玉名市松木４０番地３ 

              松本建設株式会社 

              代表取締役 松本 隆義 

 

 

提案理由  玉名市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条

例（平成１７年条例第５２号）第２条の規定による。 
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報告第１１号 

 

   専決処分の報告について 

 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１８０条第１項の規定により専決処分

した損害賠償の額の決定について、同条第２項の規定によりこれを報告する。 

                                      

  令和７年１０月２４日 提 出 

                                      

玉名市長 藏原 隆浩     

                                      

１ 専 決 番 号  専決第１２号（令和７年１０月１４日専決） 

             

２ 損害賠償の相手方                

                  

             

３ 損 害 賠 償 額  １，２９２，１５４円                

                                      

４ 和 解 事 項  当事者双方は、今後本件に関して裁判上又は裁判外にお

いて、一切の異議及び請求の申立てを行わない。     

                                      

５ 事 故 の 概 要  令和６年３月２４日午前７時３０分頃、大浜排水機場の

排水ポンプが正常に稼働しなかったことにより水路から雨

水があふれたため、    氏が耕作する農地（     

       ）が冠水し、農作物等に損害を与えたもの

である。 
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報告第１２号 

 

   専決処分の報告について 

 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１８０条第１項の規定により専決処分

した損害賠償の額の決定について、同条第２項の規定によりこれを報告する。 

                                      

  令和７年１０月２４日 提 出 

                                      

玉名市長 藏原 隆浩     

                                      

１ 専 決 番 号  専決第１３号（令和７年１０月１４日専決） 

             

２ 損害賠償の相手方               

                  

             

３ 損 害 賠 償 額  １，１７９，１１３円                

                                      

４ 和 解 事 項  当事者双方は、今後本件に関して裁判上又は裁判外にお

いて、一切の異議及び請求の申立てを行わない。     

                                      

５ 事 故 の 概 要  令和６年３月２４日午前７時３０分頃、大浜排水機場の

排水ポンプが正常に稼働しなかったことにより水路から雨

水があふれたため、    氏が耕作する農地（     

          ）が冠水し、農作物等に損害を与え

たものである。 
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報告第１３号 

 

   専決処分の報告について 

 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１８０条第１項の規定により専決処分

した損害賠償の額の決定について、同条第２項の規定によりこれを報告する。 

                                      

  令和７年１０月２４日 提 出 

                                      

玉名市長 藏原 隆浩     

                                      

１ 専 決 番 号  専決第１４号（令和７年１０月１４日専決） 

             

２ 損害賠償の相手方  玉名市横島町横島１０３１２番地２ 

            株式会社大家ファーム 

            代表取締役 大家 保 

             

３ 損 害 賠 償 額  １，１０８，５５６円                

                                      

４ 和 解 事 項  当事者双方は、今後本件に関して裁判上又は裁判外にお

いて、一切の異議及び請求の申立てを行わない。     

                                      

５ 事 故 の 概 要  令和６年３月２４日午前７時３０分頃、大浜排水機場の

排水ポンプが正常に稼働しなかったことにより水路から雨

水があふれたため、株式会社大家ファームが耕作する農地

（玉名市大浜町４８４６番）が冠水し、農作物等に損害を

与えたものである。 
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報告第１４号 

 

   専決処分の報告について 

 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１８０条第１項の規定により専決処分

した損害賠償の額の決定について、同条第２項の規定によりこれを報告する。 

                                      

  令和７年１０月２４日 提 出 

                                      

玉名市長 藏原 隆浩     

                                      

１ 専 決 番 号  専決第１５号（令和７年１０月１４日専決） 

             

２ 損害賠償の相手方               

                   

             

３ 損 害 賠 償 額  ３６０，１０５円                

                                      

４ 和 解 事 項  当事者双方は、今後本件に関して裁判上又は裁判外にお

いて、一切の異議及び請求の申立てを行わない。     

                                      

５ 事 故 の 概 要  令和６年３月２４日午前７時３０分頃、大浜排水機場の

排水ポンプが正常に稼働しなかったことにより水路から雨

水があふれたため、     氏が耕作する農地（    

         ）が冠水し、農作物等に損害を与えた

ものである。 


